
○ 通信制高等学校は、地理的・時間的制約を超えて展開できる通信教育の特性を踏まえ、実施校のほかに、分校、
協力校、指定技能教育施設、他の学校等の施設、サポート施設等を展開して、通信教育の活動拠点を広域に設けて
いる実態がある。こうした実施校以外に展開される施設について、その全体は「サテライト施設」として総称される。

○ 文部科学省は令和３年３月の制度改正においてサテライト施設を「通信教育連携協力施設」として、法的位置づけ
を明確化。（高等学校通信教育規定を改正）

（参考）通信教育連携協力施設の類型
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文部科学省

実施校専用の施設として設置する添削指導・面接指導・試
験のための施設（○○学習センター、○○キャンパス等）

実施校の行う面接指導・試験等に協力する他の高等
学校

所在する都道府県の教育委員会の指定を受けた技能教
育のための施設で、実施校の行う面接指導・試験等に協
力する施設（企業内訓練校、高等専修学校等）

実施校の面接指導・試験等を実施するために借用する
他の学校等の施設（大学、専修学校、高等専門学校
等）

実施校に在籍する生徒に対して学習面や生活面での
支援等を行うものとして実施校・設置者が提携を認める
施設

広域通信制高等学校

設置認可等を事前届出

通信教育連携協力施設の類型
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その他の施設
学校教育活動とは直接関連があるものではないが、実
施校・設置者が提携を認める施設

※イメージ図（広域通信制高等学校の場合）


